
～ ① 円

～ ② 円 ～ ② 円

～ ③ 円 ～ ③ 円

～ ④ 円

～ ⑤ 円

～ ⑥ 円

～ ⑦ 円

～ ⑧ 円

～ ⑨ 円

～ ⑩ 円

12ｍ3まで（基本料金）1,300円×2＝2,600円

31㎥以上

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

※簡易水道料金は、量水器使用料100円×2か月分を含んでいます。

消費税

(1,000円×2ヶ月分)(1,300円×2ヶ月分)

11,990

1,180円

39

690円

6,996

算式(①+②+③+④)×消費税10％

（1円未満端数切り捨て）

  250円/ｍ3×18ｍ3＝4,500円

  300円/ｍ3×15ｍ3＝4,500円

消費税

ｍ3 7,480 4,356 42

ｍ3 5,830 3,234 36

ｍ3 6,655

ｍ3 11,660

3,982 40 11,330

3,795

ｍ3

41 6,798

14 ｍ3 3,630 2,662 28

4,169

ｍ3

ｍ3 6,930 6,600

13 ｍ3 3,355 2,629 27 ｍ3 7,205

3,608 38 ｍ3 10,670

6,413

12 ｍ3 3,080 2,596 26

ｍ3 6,380 6,226

11 ｍ3 3,080 2,563 25 ｍ3 11,000

3,421 37 ｍ3 10,340 6,039

10 ｍ3 3,080 2,530 24

ｍ3 9,680

5,852

9 ｍ3 3,080 2,497 23 ｍ3 6,105

5,665

8 ｍ3 3,080 2,464 22 ｍ3 10,010

3,047 35

ｍ3 9,350 5,478

7 ｍ3 3,080 2,431 21 ｍ3 5,555

5,291

6 ｍ3 3,080 2,398 20 ｍ3 5,280 2,860 34

ｍ3 5,005 2,827 33 ｍ3 9,020

2,794 32 ｍ3 8,690 5,104

5 ｍ3 3,080 2,365 19

ｍ3 8,360 4,917

4 ｍ3 3,080 2,332 18 ｍ3 4,730

4,730

3 ｍ3 3,080 2,299 17 ｍ3 4,455 2,761 31

ｍ3 4,180 2,728 30 ｍ3 8,030

2,695 29 ｍ3 7,755 4,543

2 ｍ3 3,080 2,266 16

下水道使用料 水道料金 下水道使用料

1 ｍ3 3,080 2,233 15 ｍ3 3,905

（隔月検針・13㎜量水器使用）

使用水量
料　金（税込み）

使用水量
料　金（税込み）

使用水量
料　金（税込み）

水道料金 下水道使用料 水道料金

合　計 12,980円 合　計 7,590円

量水器使用料　　　　　100円×2＝　200円

計 11,800円 計 6,900円

41～45 ｍ3 180円/ｍ3×  5ｍ3＝  900円

21～40 ｍ3  170円/ｍ3× 20ｍ3＝3,400円

（基本使用料）1,000円 ×  2  ＝ 2,000円

13～30 ｍ3
 1～20 ｍ3 30円/ｍ3× 20ｍ3＝  600円

算式(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)×消費税10％

（1円未満端数切り捨て）

【簡易水道料金・漁業集落排水施設使用料計算例】

　　２ヶ月間の簡易水道使用水量が４５ｍ3の場合（13㎜量水器使用のとき）

【　簡易水道料金　】 【　漁業集落排水施設使用料　】

※R8年3月３1日以前に水道等を契約している場合、

令和８年６月分は請求なし、令和８年７月分以降、検針月請求・消費税1円未満端数切り捨てを適用します。

280

601 ｍ3 〃 300

401 ｍ3 600 ｍ3 〃

〃 230

201 ｍ3 400 ｍ3 〃 250

ｍ3 100 ｍ3 〃 200

101 ｍ3 200 ｍ3

ｍ3 〃 190

81

180

61 ｍ3 80

41 ｍ3 60 ｍ3 〃〔④量水器使用料(13㎜使用)100円×2か月分〕

ｍ3 40 ｍ3 〃21 170
ｍ3

1ｍ3につき 30

31 ｍ3 〃 300

①基本使用料　2,000　円

13 ｍ3 30 ｍ3
1ｍ3につき 250 1 ｍ3 20

12 ｍ3 基本料金 2,600

※新宮町の水道メータ検針・請求は２ヶ月に一度です！

簡易水道料金・漁業集落排水施設使用料早見表（R8.4.1施行・相島）

【簡易水道料金の計算方法】 【漁業集落排水施設使用料の計算方法】

使用水量 基本料金及び従量料金 使用水量 基本使用料及び従量使用料


